
【新型コロナウイルス対策】地域企業経営支援金支給事業

地域企業経営支援金
新型コロナウイルス感染症の感染拡大により厳しい状況にあっ
ても、感染症対策に取り組みながら事業の継続を図る中小企業
者等を支援するための支援金です

中小企業・個人事業者向け支援事業

令和２年11月から令和3年３月の対象期間のうち、いずれか

１か月の売上が前年同月比50％以上減少、または連続する

３か月の売上が前年同期比30％以上減少している対象業種※

の事業者の方が対象となる支援金です。
※対象業種については裏面を参照してください。

支援金とは？

対象期間内の連続する3か月の売上について前年同期の
売上との差額（減収額）を１事業所あたり40万円を上限
として支援します。

多店舗を経営されている方には、１事業者当たり

個人事業主は100万円、法人及び組合は200万円を上限
として支援します。

【 申請期間 】
令和３年４月５日（月）～

令和３年６月30日（水）まで 消印有効

支援金の申請にあたっては、はじめに募集要項（申請
様式）を取得し、内容を確認いただく必要があります。
募集要項（申請様式）は「宮古商工会議所HPからダウ
ンロードする」か「宮古商工会議所窓口」で取得でき
ます。 宮古商工会議所 地域企業経営支援金 検索

【お申込み・お問合せ先】 宮古商工会議所
本所 〒027-0074 宮古市保久田7-25 Tel：62-3233 Fax：63-6131
田老支所 〒027-0307 宮古市田老1-3-4(2F） Tel：87-3114 Fax：87-3752
新里支所 〒028-2101 宮古市茂市3-159-1 Tel：72-2231 Fax：72-3677
川井支所 〒028-2302 宮古市川井2-119-1 Tel：76-2120 Fax：76-2479



【新型コロナウイルス対策】地域企業経営支援金支給事業

大 分 類 中 分 類

Ｇ（情報通信業）の一部

38 放送業
39 情報サービス業
40 インターネット付随サービス
41 映像・音声・文字情報制作業

Ｈ（運輸業、郵便業）の一部
43 道路旅客運送業
ただし、小分類431 一般乗合旅客自動車運送業を除く。
44 道路貨物運送業

Ｉ（卸売業、小売業）の一部

56 各種商品小売業
57 織物・衣服・身の回り品小売業
58 飲食料品小売業
59 機械器具小売業
60 その他の小売業

Ｊ（金融業・保険業）の一部
64 貸金業、クレジットカード業等非預金信用機関
65 金融商品取引業、商品先物取引業
67 保険業（保険媒介代理業、保健サービス業を含む）

Ｋ（不動産業、物品賃貸業）
68 不動産取引業
69 不動産賃貸業・管理業
70 物品賃貸業

Ｌ（学術研究、専門・技術サービス業）

71 学術・開発研究機関
72 専門サービス業（他に分類されないもの）
73 広告業
74 技術サービス業（他に分類されないもの）

Ｍ（宿泊業、飲食サービス業）
75 宿泊業
76 飲食店
77 持ち帰り・配達飲食サービス業

Ｎ（生活関連サービス業・娯楽業）
78 洗濯・理容・美容・浴場業
79 その他の生活関連サービス業
80 娯楽業

Ｏ（教育、学習支援業） 81 学校教育
82 その他の教育，学習支援業

Ｐ（医療、福祉）
83 医療業
84 保健衛生
85 社会保険・社会福祉・介護事業

Ｒ（サービス業）の一部

88 廃棄物処理業
89 自動車整備業
90 機械等修理業
91 職業紹介・労働者派遣業
92 その他の事業サービス業
95 その他のサービス業

【 対象業種 一覧表 】

申請にあたっての注意！
・ ご自身が支援金の対象になるかについては、募集要項を確認し、不明な点があれば宮古商工会

議所（Tel62-3233）までご連絡ください。
・ 申請にあたっては以下の書類が必要となりますので、予めご準備ください。
①対象期間の売上が分かる書類
②対象期間の前年同期の売上が分かる確定申告書等
③（法人の場合）履歴事項全部証明書
④（個人事業者の場合）本人確認書類（運転免許証、パスポート等）

※本支援金は、商工会議所の会員でなくても申請できますが、皆様に支援情報等を漏れなくお伝え

するため、当会議所への入会をお勧めいたします。

※ 総務省「日本標準産業分類（平成21年3月23日告示第175号（平成25年10月改定））」に基づく分類


